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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 少なくとも２段階の工程で鉄鉱石含有粒子状材料を還元する方法であって、
還元ガスが少なくとも２つの反応区域に通され、前記反応区域は連続して直列に配置され
、及び前記反応区域は動いている粒子状材料によって形成され、前記粒子状材料は、前記
還元ガスと反対の順序で前記反応区域を通過し、前記粒子状材料は、前記粒子状材料のた
めに配置された第１反応区域で加熱されるとともに一つ又は複数のさらなる反応区域で還
元される、鉄鉱石含有粒子状材料を還元する方法において、
第１反応区域の粒子状材料は、前記還元ガスの酸化程度を増加させることによって及び／
又は前記還元ガスの温度を減少させることによって、予熱温度まで加熱され、
前記第１反応区域で、３５０～５５０℃の温度レベルに調整され、かつ第２反応区域内で
、少なくとも６００℃の温度レベルに調節され、酸化鉄含有材料がウスタイトに還元され
ることを特徴とする方法。
【請求項２】
 請求項１記載の方法において、
前記第２反応区域内で、６００～７００℃の範囲の温度レベルに調節されることを特徴と
する方法。
【請求項３】
 請求項２記載の方法において、
前記第２反応区域内で、６２０～６６０℃の範囲の温度レベルに調節されることを特徴と
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する方法。
【請求項４】
 少なくとも２段階の工程で鉄鉱石含有粒子状材料を還元する方法であって、
還元ガスが少なくとも２つの反応区域に通され、前記反応区域は連続して直列に配置され
、及び前記反応区域は動いている粒子状材料によって形成され、前記粒子状材料は、前記
還元ガスと反対の順序で前記反応区域を通過し、前記粒子状材料は、前記粒子状材料のた
めに配置された第１反応区域で加熱されるとともに一つ又は複数のさらなる反応区域で還
元される、鉄鉱石含有粒子状材料を還元する方法において、
第１反応区域の粒子状材料は、前記還元ガスの酸化程度を増加させることによって及び／
又は前記還元ガスの温度を減少させることによって、予熱温度まで加熱され、かつ前記粒
子状材料のために配置された第１反応区域内で、１分当たりの酸素除去が０．２％の最大
還元速度が維持される、ことを特徴とする方法。
【請求項５】
 請求項４記載の方法において、
前記第１反応区域内で、１分当たりの酸素除去が０．０５％の最大還元速度が維持される
ことを特徴とする方法。
【請求項６】
 請求項４記載の方法において、
鉄鉱石が粒子状材料として用いられることを特徴とする方法。
【請求項７】
 請求項１から６のいずれか一項に記載の方法において、
前記粒子状材料は１２ｍｍまでの粒子サイズを有し、単粒子の形態又は粒子ストリップの
形態で扱われることを特徴とする方法。
【請求項８】
請求項１から３及び６から７のいずれか一項に記載の方法において、
前記第１反応区域で、４００～４７０℃の温度レベルに調整されることを特徴とする方法
。
【請求項９】
 請求項１から８のいずれか一項に記載の方法において、
前記粒子状材料のために配置された第１反応区域における温度の調整は、液体及び／又は
蒸気の形態のＨ２Ｏを反応区域及び／又は反応区域に供給される還元ガスに注入すること
によって達成されることを特徴とする方法。
【請求項１０】
 請求項１から９のいずれか一項に記載の方法において、
前記粒子状材料のために配置された第１反応区域における温度の調整は、冷却ガスを反応
区域及び／又は反応区域に供給される還元ガスに混合することによって達成されることを
特徴とする方法。
【請求項１１】
 請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法において、
前記粒子状材料のために配置された第１反応区域における還元ガスの酸化程度の調整は、
蒸気及び／又は液体のＨ２Ｏを反応区域及び／又は反応区域に供給される還元ガスに供給
することによって達成されることを特徴とする方法。
【請求項１２】
 請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法において、
前記粒子状材料のために配置された第１反応区域における還元ガスの酸化程度の調整は、
ＣＯ２及び／又はＣＯ２／Ｈ２Ｏ混合物を反応区域及び／又は反応区域に供給される還元
ガスに注入することによって達成されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
 請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法において、
第１反応区域における前記粒子状材料の平均保持時間は４０分までであることを特徴とす
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る方法。
【請求項１４】
 請求項１から３及び６から１３のいずれか一項に記載の方法において、
７６０～８５０℃の範囲の温度が、前記鉄鉱石のために配置された最終反応区域で調整さ
れることを特徴とする方法。
【請求項１５】
 請求項１から３及び６から１３のいずれか一項に記載の方法において、
粒子状鉄鉱石のために配置された第２反応区域で、ウスタイトの形成のための酸化程度が
、一つ又は複数の次の測定によって：
・新たな還元ガスの酸化程度を変更することによって、
・還元ガスの温度を調整することによって、
・鉄鉱石のための第２反応区域に続く反応区域における反応時間を調整することによって
、
・還元ガスの量を正確に調整することによって、
・還元ガスの組成を調整することによって、
調整されることを特徴とする方法。
【請求項１６】
 請求項１から１５のいずれか一項に記載の方法において、
材料の流れる方向で、前記粒子状材料のために配置された第１反応区域の次に来るように
配置された反応区域から出現する還元ガスは、冷却及び浄化の後、部分的にのみ前記第１
反応区域へ導入されることを特徴とする方法。
【請求項１７】
 請求項１から１６のいずれか一項に記載の方法において、
前記粒子状材料のために配置された第１反応区域から出現する還元ガスは、少なくとも部
分的に前記第１反応区域へ再循環されることを特徴とする方法。
【請求項１８】
 請求項１から３及び６から１７のいずれか一項に記載の方法において、
前記還元ガスのＣＯ含有量は、２０％よりも少ない範囲内であることを特徴とする方法。
【請求項１９】
 請求項１から３及び６から１８のいずれか一項に記載の方法において、
前記粒子状鉄鉱石のために配置された第１反応区域で、２．５から５まで変動する蒸気／
炭素比が、前記還元ガスに対して調整されることを特徴とする方法。
【請求項２０】
 請求項１から１９のいずれか一項に記載の方法において、
鉄鉱石含有粒子状材料の供給が妨げられるとき、反応区域における温度は冷却されること
を特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、少なくとも２段階の工程で鉄鉱石含有粒子状材料、特に微粒子材料を還元する
方法であって、還元ガスが少なくとも２つの反応区域に通され、前記反応区域は連続して
直列に配置され、及び前記反応区域は動いている粒子状材料によって形成され、前記粒子
状材料は、前記還元ガスと反対の順序で前記反応区域を通過し、前記粒子状材料は、前記
粒子状材料のために配置された第１反応区域で加熱されるとともに一つ又は複数のさらな
る反応区域で還元される、鉄鉱石含有粒子状材料を還元する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の方法は、特許文献１、特許文献２、及び特許文献３から知られている。特許文
献１によれば、鉄の豊富な粉鉱が、高圧下の還元ガスの助けによって直列に配置された流
動層反応装置で還元される。次いでこのように生産された鉄粉は、高温練炭又は低温練炭
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へさらされる。
【０００３】
　還元ガスは、従来の改質炉内で過熱された水蒸気を用いて脱硫及び予熱された天然ガス
を接触改質することによって生成される。この後、改質ガスは熱交換器で冷却され、続い
て還元ガス中のＨ２部は、酸化鉄触媒の助けを用いてＣＯ転換によって増加される。続い
て、形成されるＣＯ２及び改質装置からのＣＯ２は、ＣＯ２スクラバ内で除去される。
【０００４】
　このガスは、部分的にのみ消費された還元ガス（頂部ガス：top gas）と混合され、加
熱され、粉鉱は向流内で３つの段階（３つの流動層反応装置）で還元される。
【０００５】
　鉱石の流れは、乾燥及び続くスクリーニングから始まる。次いで鉱石は、天然ガスが燃
焼される予熱反応装置へ至る。３つの連続した反応装置において、粉鉱は、高圧下で還元
される。
【０００６】
　特許文献３からは、場合によっては式１に係るＨ２との強力な吸熱反応を利用して、し
かし発熱反応である式２に係るＣＯとの反応を付加的に利用して、粉鉱の還元を実施する
ことが知られる。これにより、含まれる稼動コスト、特にエネルギーコストを著しく下げ
ることが実現可能である。
【０００７】
【数１】

【０００８】
【数２】

【０００９】
　従来技術によれば、直接還元は、公知の方法の反応速度のために、外側から内側へ向か
って絶えず成長する層内で直接還元の間にマグネタイトを形成すること、及びその酸化鉄
含有材料を粒子又は粒に形成することを伴う。実際にはマグネタイトの形成は、還元ガス
を用いる直接還元に抑制的な影響を与えることが示されている。このように、高価な費用
でのみ装填された酸化鉄含有材料をほぼ完全に還元することが実現可能である。
【００１０】
マグネタイト形成の反応速度論（ｒｅａｃｔｉｏｎ　ｋｉｎｅｔｉｃｓ）は、気体の組成
と固体の組成とによって影響を受ける。還元ガスの分子は、外部ガスの流れから付着ガス
境界層及びマクロ孔及びミクロ孔を介して反応サイトへ至らねばならない。そこで、酸素
の解離が起こる。酸化されたガスは、同様にして戻る。このように、鉱石粒は外部から内
部へ向けて還元される。これにより、解離した酸素は中空空間を離れかつ鉱石粒の元の体
積はほとんど収縮しないので、鉱石粒の多孔性が増す。反応前線は、外部から内部へ向け
て鉱石粒へ移動する。高密度層を用いると、還元ガスの濃度は外部から内部へ向けて減少
する。初めガスは、既に還元されたシェルを介して外部から反応前線まで拡散する。反応
前線においてガスは反応し、次いで反応生成物として戻って拡散する。多孔性表面を用い
ると、相境界反応が反応前線内の細孔壁で起こると同時に、ガスがまた内部へ拡散する可
能性がある。鉱石粒の表面上の高密度マグネタイト層を用いると、還元ガスはまさにその
層によって拡散が妨げられ、かつかくして還元ガスの質量移動は多孔性鉱石粒を用いるの
と同様には起こらないので、反応動力学が抑制される。
【００１１】
　マグネタイト層の形成は非常に急速に起こる。すなわち、急速であればあるほど、酸化
鉄含有材料の温度は約５８０℃の限界温度へ益々近くなる。Baur-Glaessner図によれば、
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そのような鉄鉱石粒の表面における高密度マグネタイト層の形成はまず、還元ガスと接触
して５８０℃の鉄鉱石温度まで起こる。４００℃よりも下の鉄鉱石温度では、マグネタイ
トの形成は、還元ガスとの接触にもかかわらず速度が落ち、かつその結果として、高密度
マグネタイト層の形成はさほど急速ではなくなる。
【００１２】
　前述のマグネタイト形成物又はマグネタイトと金属鉄との混合物を、さらなる還元段階
で大きな金属状態に転化させるために、続く処理段階における保持時間をより長くするか
、又は固体及び／又は気体の温度をより高くする必要がある。これらの現象は次の多くの
欠点へと繋がる：
　－続く還元段階での保持時間がより長いために、固体からより多くの剥離が形成される
、
　－この剥離の金属皮膜が強められ、したがって材料の塊となる傾向が増す、
　－材料から形成された流動層の流動化特性が実質的に悪化する、
　－サイクロン、縦樋（ディップレッグ：dipleg）、及び輸送ダクト（立て管）に付着物
が形成される、
　－したがって生成物の移動が問題となる、
　－最終生成物の金属化が低くなる。
【００１３】
　さらに、これらの出来事は、還元に対する必要性が増すこと、排出するダストが多くな
る（したがって酸素の消耗が増加する）こと、及び廃棄物の量が大きくなることを含む。
高い還元電位を有する還元ガスを最初となるよう配置された流動層区域にも提供する必要
が特にある。
【００１４】
　特許文献４から、還元電位及び顕熱の両方の点で還元ガスを利用するために、４００℃
よりも下か又は５８０℃よりも上のどちらかに第１流動層区域内の酸化鉄含有材料の温度
を調整するか、又は４００℃から５８０℃の範囲の温度に調整することが知られる。ここ
で、４００℃よりも下の温度調整では、酸化鉄含有材料の流れる方向において第１流動層
区域に続くよう配置された流動層区域における４００～５８０℃の温度範囲は、１０分以
内に、好ましくは５分以内に通過され、５８０℃よりも上の温度調整では、４００～５８
０℃の温度範囲は、最大１０分以内、好ましくは５分以内に通過され、さらに、４００℃
から５８０℃までの範囲の温度調整では、酸化鉄含有材料は、最大限１０分、好ましくは
５分の間、４００℃から５８０℃までの温度範囲内に留まり、所望の温度に到達した後す
ぐに、次に続く流動層区域へ進む。
【００１５】
　これらの処置によって、マグネタイト層の形成を許容できる程度まで減少させることが
実現可能である。
【００１６】
　特許文献４に記載された方法によれば、４００℃から５８０℃まで加熱する間の酸化鉄
含有材料の温度変化は、可能な限り短い時間内で達成され、臨界温度範囲内での持続は避
けられる。この温度範囲を急速に通過するとき、マグネタイト層の形成は、還元ガスが高
い又は最適の還元電位を示すにもかかわらず、極端に限られている。
【００１７】
　本発明は、還元すべき粒子状材料が第１反応区域で既にできるだけ高い予熱温度へ加熱
されるが、これにより鉄鉱石中のマグネタイトのような還元が困難な相の形成が大部分、
又は完全にさえ避けられるような方法に係る、特許文献４から知られた発明を改善し、か
つそのような相の上述の欠点が起こらないようにすることを目的とする。特に、予熱の制
限時間は、単位時間あたりの材料転換が専ら還元によって決定されかつ予熱によって決定
されないように、回避されるべきである。
【００１８】
　粒子状材料に対しては、還元を開始するフリンジ範囲内の予熱温度が達成されるが、鉄
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鉱石に対しては、最大予熱温度を達成するために、第１反応区域に加えられる還元ガスは
、全く又はほとんど還元が起こらないよう調整され、これにより還元ガスの酸化程度が増
加するか、還元ガスの温度が低下し、あるいはそれら双方が同時に生じ、かつこれにより
鉄鉱石のために配置された第２反応区域では、少なくとも約６００℃、好ましくは６００
～７００℃、特に６２０～６６０℃の範囲の温度レベルが調整され、酸化鉄含有材料がウ
スタイトに還元される、という点で本発明に係る目的が達成される。
【００１９】
　還元すべき粒子状材料に対して最大予熱温度を達成するために、本発明の好ましい変形
例によれば、前記粒子状材料に対しては還元を開始するフリンジ範囲内の予熱温度が達成
されるが、前記第１反応区域に添加された還元ガスは、還元が全く起こらないか又はほと
んど起こらないように調整され、これにより、還元ガスの酸化程度が増加するか又は還元
ガスの温度が減少するか、又は両方の測定が一緒に達成され、かつこれにより、前記粒子
状材料のために配置された第１反応区域内で、１分当たりの酸素除去が０．２％、好まし
くは０．０５％の最大還元速度が維持される。この方法は特に鉄鉱石を使用するのに適し
ている。
【００２０】
　非特許文献１から、予熱反応装置の反応温度を注入水によって約４００℃まで低下させ
ることによってマグネタイトの形成を抑制することが知られる。そのようにすることによ
って、マグネタイトの形成は予熱温度を犠牲にして効率的に回避されるが、これにより粒
子状材料のために配置された第１反応区域に続く反応区域で還元すべき材料を加熱するた
めのエネルギーの供給を増加させる必要がある。
【特許文献１】米国特許第５，０８２，２５１号明細書
【特許文献２】国際公開第９２／０２４５８号パンフレット
【特許文献３】欧州特許第０５７１３５８号明細書
【特許文献４】国際公開第９９／０９２２０号パンフレット
【非特許文献１】Steel Times International, March 2001, pages 20 and 22
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明によれば、従来技術によるよりも高い予熱温度を達成することが実現可能であり
、その温度は、未処理であるならば、予熱に影響する還元ガスによって反応が起こってし
まうほど高いことさえあるかも知れない。しかしながらこの還元は、還元ガスの酸化程度
を増加させることによって防止される。本発明によれば、粒子状材料が、予熱ガスによっ
て生じる還元を開始するフリンジ範囲内の予熱温度まで加熱されることが必要不可欠であ
る。
【００２２】
　そうすることで、粒子状材料のために配置された第１反応区域における保持時間をより
長くすることが可能となり、これにより材料の流れ、すなわち反応装置を通じた装填速度
を、続く還元処理へ適合させることが実現可能となる。還元処理に対して予熱は考慮され
る必要はない。
【００２３】
　好ましくは、温度レベル及び酸化程度の調整は、粒子状材料を還元するために用いられ
るあらゆる新鮮な還元ガスとは独立して行われる、すなわち最終還元のために粒子状材料
に新たに供給される還元ガスの化学組成及び温度に対するあらゆる影響を回避しながら行
われる。
【００２４】
　本発明に係る方法は特に、微粒子材料、すなわち単粒子の形態又は粒子ストリップの形
態の１２ｍｍ、好ましくは１０ｍｍまでの粒子サイズを有する材料に適している。
【００２５】
　本発明に係る方法は、第１反応区域で、３５０～５５０℃、好ましくは４００～４７０
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℃の温度レベルが調整されることを可能にする。
【００２６】
　本発明に従って達成された高い予熱温度によって、粒子状材料のために配置された第２
反応区域、及び任意に存在するさらなる反応区域において、低下された温度レベルが調整
される。
【００２７】
　好適には、粒子状材料のために配置された第１反応区域における温度レベルの調整は、
液体及び／又は蒸気の形態のＨ２Ｏを反応区域及び／又は反応区域に供給される還元ガス
に注入することによって達成される。
【００２８】
　さらに好ましい実施例によれば、粒子状材料のために配置された第１反応区域における
温度レベルの調整は、冷却ガスを反応区域及び／又は反応区域に供給される還元ガスに混
合することによって、例えば冷却ＣＯ２ガス及び／又は冷却還元ガスを混合することによ
って、達成される。
【００２９】
　さらに適切な実施例は、粒子状材料のために配置された第１反応区域における還元ガス
の酸化程度の調整は、蒸気及び／又は液体のＨ２Ｏを反応区域及び／又は反応区域に供給
される還元ガスに供給することによって達成されることを特徴とする。
【００３０】
　しかしながら、粒子状材料のために配置された第１反応区域における還元ガスの酸化程
度の調整はまた、ＣＯ２及び／又はＣＯ２／Ｈ２Ｏ混合物を反応区域及び／又は反応区域
に供給される還元ガスに注入することによっても達成することができる。
【００３１】
本発明によれば、第１反応区域における前記粒子状材料の平均保持時間は４０分まで、好
ましくは３０分までであり、前記粒子状材料のために配置された第１反応区域で維持され
てもよく、７６０～８５０℃の範囲、好ましくは７７０～８００℃の範囲の温度レベルが
、前記鉄鉱石のために配置された最終反応区域で調整されてもよい。後者の方法によれば
、海綿鉄を鉄鉱石還元している間に流動層に残る粒子の塊である「スティッキング（ｓｔ
ｉｃｋｉｎｇ）」を回避することができる。
【００３２】
　適切には、本発明は、一つ又は複数の次の方法によって：すなわち
　・新たな還元ガスの酸化程度を変更することによって、
　・還元ガスの温度を調整することによって、
　・鉄鉱石のための第２反応区域に続く反応区域における反応時間を調整することによっ
て、
　・還元ガスの量を正確に調整することによって、
　・還元ガスの組成を調整することによって、特に還元ガス中のメタン含有量及び／又は
不活性ガス含有量を変更することによって、
達成される。
【００３３】
　好ましくは、材料の流れる方向で、粒子状材料のために配置された第１反応区域の次に
来るように配置された反応区域から出現する還元ガスは、冷却及び浄化（scrubbing）の
後、部分的にのみ前記第１反応区域へ導入され、適切には、粒子状材料のために配置され
た第１反応区域から出現する還元ガスは、少なくとも部分的に前記第１反応区域へ再循環
される。
【００３４】
　本発明によれば、還元ガスのＣＯ含有量は、２０％よりも少なく、好ましくは４～１０
％の範囲内であり、同様に、粒子状鉄鉱石のために配置された第１反応区域で、２．５か
ら５まで、好ましくは２．５から４まで変動する蒸気／炭素比が、還元ガスに対して調整
される。
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【００３５】
　金属含有粒子状材料の供給が妨げられるとき、還元処理の中断を避けるために、反応区
域における温度は、好ましくは還元ガスの温度を調整することによって及び／又はＨ２Ｏ
又はＣＯ２を注入することによって、冷却される。
【００３６】
　以下において、本発明は、図面を参照してより詳細に記述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　図１に示された装置は、直列に続けて接続された４つの流動層反応装置１～４を備え、
粉鉱のような酸化鉄含有鉱石が鉱石供給ダクト５を介して第１流動層反応装置１へ供給さ
れ、第１流動層反応装置において、以下詳細に説明するように、所定温度まで加熱される
。続いて例えば次の表１に従う化学組成を有する粉鉱が、流動層反応装置から流動層反応
装置へ供給ダクト６を介して導かれる。各流動層反応装置１～４内には複数の流動層区域
が形成されている、完全に還元された材料（海綿鉄）は、練炭化手段７内で高温で練炭化
される。必要ならば、還元された鉄は、不図示の不活性ガス装置によって練炭化されてい
る間に再酸化から保護される。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　粉鉱が第１流動層反応装置１へ導入される前に、詳細には示さないが、乾燥及びスクリ
ーニング（screening）のような鉱石の調整にさらされる。
【００４０】
　鉱石の流れと反対の流れで、還元ガスは流動層反応装置４から流動層反応装置３～１へ
頂部ガス排出ダクト８を介して案内され、ガスの流れの方向の最後に配置された流動層反
応装置１から頂部ガスとして排出され、湿式スクラバ９で冷却及び洗浄される。
【００４１】
　還元ガスの製造は、ダクト１１を介して供給されかつ改質装置１０内の脱硫プラント１
２で脱硫された天然ガスを改質することによって行われる。天然ガス及び蒸気から形成さ
れ、改質装置１０を出発するガスは実質的に、Ｈ２，ＣＯ，ＣＨ２，Ｈ２Ｏ，及びＣＯ２

からなる。改質されたガスダクト１３を介して、この改質された天然ガスは、一つ又は複
数の熱交換器１４へ供給され、熱交換器で８０～１５０℃に冷却され、これにより水がガ
スから凝縮する。
【００４２】
　コンプレッサー１５によって頂部ガスを圧縮した後、改質されたガスダクト１３は頂部
ガス排出ダクト８へ至る。このようにして形成された混合ガスは、ＣＯ２スクラバ１６を
通過してＣＯ２及びＨ２Ｓが除去される。混合ガスは以下で還元ガスとして与えられる。
還元ガス供給ダクト１７を介して、還元ガスは、ＣＯ２スクラバ１６の次に来るよう配置
されたガスヒータ１８内で約８４０℃の還元ガス温度まで加熱され、ガスの流れの方向の
第１番目に配置された流動層反応装置４へ供給され、そこで直接還元された鉄を生成する
ために粉鉱と反応する。流動層反応装置４～１は直列に接続されており、還元ガスは流動
層反応装置から流動層反応装置へ接続ダクト１９を介して流れる。流動層反応装置の数は
、還元ガスの特性、所望の還元勾配等のような条件に従う。例えば、破線で示された流動
層反応装置３は、３つの段階で処理が行われるように省略することができる。
【００４３】
　頂部ガスの一部は、Ｎ２のような不活性ガスが富化するのを回避するために、ガス回路
８、１７、１９から流される。流された頂部ガスは、還元ガスを熱するために分岐ダクト
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２０を介してガスヒータ１８に供給され、そこで燃焼される。ことによると不足したエネ
ルギーは、供給ダクト２１を介して供給された天然ガスを用いて補充される。
【００４４】
　脱硫プラント１２を通過した後に天然ガスを予熱し、改質に必要な蒸気を生成し、ダク
ト２３を介してガスヒータ１８に供給された燃焼空気、及び望むならば還元ガスを予熱す
るために、リフォーマー１０から発生する改質された天然ガス及び改質発煙ガス（reform
er smoke gase）の顕熱が、復熱装置２２内で利用される。ダクト２４を介して改質装置
１０に供給された燃焼空気は、同様に予熱される。
【００４５】
　マグネタイトの形成を回避するか又は最小限にするために、第１の好ましい変形例に従
って還元処理が以下のように実施される：
　１１０ｔ／ｈの量の鉄鉱石が流動層反応装置１へ装填される。鉄鉱石は乾燥され、約７
０℃の温度を有する。
【００４６】
　ダクト１７を介して流動層反応装置４に供給された新鮮な還元ガスは、８４０℃の温度
を有し、２，１５０Ｎｍ３／ｔの量の鉱石に供給される。鉱石の化学組成は次の表２に示
される。
【００４７】
【表２】

【００４８】
　第２流動層反応装置へ入る際、還元ガスは、７２０℃の温度を有しており、流動層反応
装置１へ入る際、還元ガスは、６４０℃の温度を有している。流動層反応装置から、還元
ガスは４５０℃の温度で抜け出る。
【００４９】
　流動層反応装置１では、鉄鉱石は約４５０℃の温度に予熱される。この温度は、マグネ
タイトを形成することなく又はほとんど形成することなく、流動層反応装置１に供給され
た還元ガスの還元電位を減少させることによって、又は酸化程度を増加させることによっ
て、実現可能である。本発明によれば、４０℃の温度を示す水を注入することによって達
成される。総計１５Ｎｍ３／ｈまでになると、ダクト２５を介して流動層反応装置１へ直
接導入されるか、又はダクト２６を介して流動層反応装置２へ繋がっているダクト１９に
供給されるかのどちらかである。そうする際に、次の定義に従って、還元ガスの温度が約
１００℃だけ減少し、還元電位が減少し、かつ酸化程度が増加する：
【００５０】

【数３】

【００５１】
　上部の流動層反応装置１を通る際、反応が起こらないので、還元ガスの組成の変化は単
に水の追加によって本質的に引き起こされる。水の注入前後の酸化程度は、注入された水
の量に従って増加する。
【００５２】
　４５０℃まで予熱された鉄鉱石は、流動層反応装置２内で部分的に還元され、６４０℃
の温度で流動層反応装置３へ至る。流動層反応装置４で完全に還元された後、鉄鉱石は９
２．５％の金属化を示す。
【００５３】
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　流動層反応装置１に水を注入することによって、鉄鉱石が４５０℃の温度に予熱された
という事実にもかかわらず、マグネタイトの形成を効果的に回避することが可能だった、
ということが示された。この温度では、上述されたように加熱のために用いられた還元ガ
スは、流動層反応装置１の中への導入されるときに６４０℃の温度を示し、予備還元を引
き起こすだろう。
【００５４】
　本発明に係る方法によって、鉄鉱石を加熱するために用いられる部分的に消費された還
元ガスの還元能は、もしあったとしても還元が全く起こらないような程度まで低下し、流
動層反応装置１内の鉄鉱石の滞留時間はほとんど任意のものとなる。この試験は、ある非
常に小さな予備還元が起こってもよいことを示すが、しかしながら、続く流動層反応装置
２～４のあらゆる還元には無害である。そのような予備反応は、最高０．２％の酸素除去
／分まで起こってもよい。ほとんどの鉱石は、毎分＜０．０５％のＯ２除去の還元率を示
すことがわかる。
【００５５】
　このように本発明によれば、予熱は、還元を開始するフリンジ範囲（fringe range）で
達成され、これにより予熱のために利用される還元ガスの温度は、まず第一に高温予熱温
度を達成するために、第二に流動層反応装置２内で高い温度レベルを調整することができ
るうようにするために、できるだけ高く維持される。この温度レベルでは、ウスタイトが
直接に、マグネタイトによって抑制されることなく、形成される。鉄鉱石の還元中に、鉄
鉱石は、少なくとも約６００℃、好ましくは６２０～６６０℃までになるはずである。
【００５６】
　本発明の変形例によれば、高温予熱温度の調節はまた、ダクト２５および２６を介して
液体Ｃ０２の流れを供給することによって達成することができる。これにより上で示され
た典型的な実施例に従って加えられた水は、同一の効果を達成しながら５０Ｎｍ３／ｈの
ＣＯ２の流れに置き換えることができる。還元ガスを調整するためにＣＯ２とＨ２０との
混合物を使用することも実現可能である。
【００５７】
　本発明に係る方法に対しては、予熱ガスと予熱すべき微粒子材料との間の向流は決定的
ではないが、熱交換は様々な方法、例えば逆流で行われてもよい。
【００５８】
　図２、すなわちBaur-Glaessner図から、本発明に係る方法を用いない還元処理では、マ
グネタイトの形成は、既に還元すべき材料のために配置された第１流動層反応装置の中で
起こることは明白である。本処理は、円形のドット及び点線によって図示されている。（
Baur-Glaessner図は熱力学に関する図として理解されるべきであり、したがって反応速度
論、それ故に還元の以前の履歴にも依存しない。）
【００５９】
　１～４で示された、Baur-Glaessner図中の曲げられ点在している括弧は、等しく番号が
付けられた反応装置において、従来技術に係る、すなわち本発明の方法を用いずに、還元
に従った手順の経過を示す。正方形及び実線及び連続的な括弧１～４は、本発明の還元処
理を示し、還元処理は例えば同様に番号が付けられた反応装置１～４で行われる。
【００６０】
　本発明に係る方法、例えば流動層反応装置１における約４５０℃までの温度低下のため
に、流動層反応装置１におけるマグネタイトの形成はほとんど完全に回避される。
【００６１】
　図３Ａは、従来の還元中のマグネタイトの形成を概略的に示し、ここにおいて、流動層
反応装置１中の低温還元によって、高密度マグネタイトが、約５５０℃のヘマタイト粒か
ら形成され、高密度マグネタイトから、流動層反応装置２、３および４内で高温で続けて
還元することによって、閉鎖ウスタイト（enclosed wuestite）を含む高密度金属鉄と粒
を覆うマグネタイトの周縁区域とが形成される。これとは対照的に、本発明に係る還元は
図３Ｂに図示されており、図において還元は約４５０℃の温度の流動層反応装置１で起こ
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らず、その結果、流動層反応装置１自体で使用されたヘマタイトは流動層反応装置２へ至
る。流動層反応装置２及び続く流動層反応装置３および４で高温還元が起こり、そこで「
スティッキング」となる義務はない高多孔性海綿鉄が生じる。
【００６２】
　粒子状材料のために連続して配置された反応装置、すなわち流動層反応装置２～４にお
ける還元ガス温度の減少は、流動層反応装置１における高温予熱によって実施可能なので
、本発明に係る方法は、エネルギーバランスの本質的な改善を提供する。本発明に係る方
法は既知の予熱処理とは対照的に、５０℃又はそれ以上に到達することができ、特に粒子
状材料のために配置された最後の反応装置における還元ガス温度を減少させることができ
、これにより流動層における完全に還元された材料、すなわち海綿鉄の「スティッキング
」の危険が実質的に低下する。輸送ラインにおける粉鉱の流動性の改善が同様に行われ、
それ以後「スティッキング」の危険が最小化される場合にも行われる。さらなる本質的な
利点は、ガスの加熱、輸送および分配中に、高温腐食（金属散布（metal dusting））の
危険が減少することにある。
【００６３】
　本発明に係る方法のさらなる本質的な利点は、単に水の量又は任意にＣＯ２の量が目的
まで調整されねばならないという理由のために、簡単な手段を用いて、全体の反応装置カ
スケード（entire reactor cascade）における温度プロファイルを調整することが実現可
能である、という点に見出されるべきである。これとは対照的に、これまでのところガス
の量を調整する必要があり、これにより空のチューブの速度は、カスケード全体の圧力を
絶えず変化させることによって一致させる必要があった。
【００６４】
　本発明に係る方法は、鉄鉱石の還元のためだけでなく、例えば硬質合金の生産における
添加物として金属が満足する、例えば酸化ウォルフラム、酸化バナジウム又は酸化モリブ
デンのような他の金属酸化物のためにも有利である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】好ましい実施例に係る方法の概略図である。
【図２】還元の推移が本発明に係る方法を用いずに、及び本発明に係る方法を用いてプロ
ットされた、Baur-Glaessner図である。
【図３ａ】ヘマタイト粒を用いた還元方法を示す図である。
【図３ｂ】ヘマタイト粒を用いた還元方法を示す図である。
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